
Ａ（１）液晶モニター、モニタースタンドほか仕様書 

 

１   仕様の目的 

本調達は、市民に向けての情報を発信するデジタルサイネージとして使用することを目的としてい

る。液晶モニターが庁舎内の範囲において、頻繁な移動に耐えうる一定の安定性を持つ機器調達を実

施する。 

 

２   規格及び数量 

① 液晶モニター 

サイズ、数量は以下の通り。 

モニターサイズ 数量 参考製品 

43型 13台 IODATA LCD-U431DX＋ISS-LE-SD5 

 

更に、以下の仕様を満たすこと。 

項目 規格等 

パネルタイプ IPSもしくはADS（VA、TNは不可） 

パネル表面処理 半光沢もしくは非光沢であること。 

VESAマウント 有すること。 

パネル 上表モニターサイズに対し、可視領域がそれぞれ±0.5インチ以内

であること。 

解像度 3840×2160以上 の解像度であること。 

表示色 1670 万色以上の表示色を有すること。 

入力端子 HDMIを３基以上有すること。 

付属品 リモコンを付属すること。 

スピーカーの有無 有すること。 

対応OS WindowsOS、MacOS、ChromebookOSの機器に対応できるディスプレ

イであること。 

カラー 本体カラーはブラックであること。 

適合規格 国際エネルギースタープログラム、グリーン購入法、PCグリーン

ラベルVer.14★★☆に適応すること。 

保証 ５年保証（メーカーの延長保証も可） 

 

② モニタースタンド 

モニタースタンドは以下のとおり。 

対応サイズ 数量 参考製品 

43型対応 13脚 サンワサプライ CR-LAST30 

 

 

 

 



 

   更に、以下の仕様を満たすこと。 

項目 仕様等 

総耐荷重 ４３型用   ：２０ｋｇ以上 

取付規格 ・①の液晶モニターが取付可能であること。 

特にVESA規格の対応サイズについて、縦横の数値の読み違え等に

よる取付不能が無いように十分確認すること。 

・43型モニターを縦向き・横向きの両方で取付可能であること。 

・納品時は縦向きで取り付けること。 

・ディスプレイの角度調整が0度～8度以上の範囲で調整できること。 

セキュリティボックス ・①の液晶モニターのリモコン、④のメディアプレイヤーを収納でき

るセキュリティボックス付きであること。 

・鍵は予備を含めて2本以上あること。 

カラー 支柱及び台座はブラックで統一されていること。 

キャスター ストッパー付のキャスターを有すること。 

安定性 モニター設置後において、以下の条件を満たすこと。 

・静置された液晶モニター及びモニタースタンドを移動の意図で掴ん

だ際、モニターの取付部やスタンドの支柱にぐらつきがないこと。 

※キャスターの遊びによるぐらつきは認める。 

 

③ 保護パネル 

ディスプレイ保護パネルは以下のとおり。 

対応サイズ 数量 参考製品 

43型対応（縦型用） 13個 サンワサプライ 200-CRT028  

 

④ メディアプレイヤー 

メディアプレイヤーは以下のとおり。 

数量 参考製品 

13個 サンワサプライ MED-PL4K105 

 

更に、以下の仕様を満たすこと。 

項目 規格等 

コネクタ 映像出力/HDMI端子専用RCAコンポジットケーブル接続用端子 

給電用端子/DCジャック 

IR受信ケーブル用端子/3.5mmジャック 

メモリー接続端子/USB2.0 Aポート 

スロット SDメモリカード 

対応メディア 512GBまでのUSBメモリ、SDカード、SDHCカード、SDXCカー

ド 

対応メディアファイルシ

ステム 

FAT32、exFAT、NTFS 

※FATは非対応です。 

内蔵メモリ容量 4GB以上 

再生対応ファイルサイズ 15GBまで 

対応ビデオコーデック・ H.264/AVC（MP4、MOV、3GP、TS、FLV） 



フォーマット H.264/MVC（TS） 

H.263（3GP、MOV、MP4） 

MPEG4（MP4、MOV、3GP） 

MPEG1/MPEG2 （TS、VOB） 

対応ビデオ再生画素数 4096×2304 

1920×1088（1080p） 

1920×1080（1080p） 

1280×720（720p） 

フレームレート 60fpsまで対応 

ビットレート 50Mbpsまで対応 

対応字幕フォーマット SMI、ASS、SSA、SRT 

対応オーディオフォーマ

ット 

MP3、WMA、WAV、AAC、FLAC、M4A 

対応画像再生画素数 最大3840×2160（4K） 

電源 ACアダプタ（DC5V/2A） 

 

３   同等品申請 

①液晶モニター、③保護パネル、④メディアプレイヤーについて 

同等品申請の場合には、本仕様を満たすことが分かるよう、本仕様が提示する項目の該当部分に 

印（赤線、ラインマーカー等）を付したカタログ等添付して申請すること。 

     後継機種で見積もる場合においても同様に提出・承認を受けること。 

同等品申請期限 令和８年７月２日（木）正午 契約課 秦まで 

  カタログ等は、次のいずれかの方法により、提出すること 

  ①岡山市役所本庁舎５階契約課カウンターへ持参する。 

  ②ＦＡＸで資料を送付する。 ＦＡＸ番号：０８６－８０３－１７３６ 

  ③メールで資料を送付する。 メールアドレス：buppin@city.okayama.jp 

  メールの件名に「同等品申請 Ａ（１）液晶モニター、モニタースタンドほか」と記載するこ

と。 

  ②及び③の方法で行う場合、電話（ＴＥＬ０８６－８０３－１１５６）で資料の到達確認を行

うこと。 

 

②モニタースタンドについて 

同等品申請の場合には、本仕様を満たすことが分かるよう、本仕様が提示する項目の該当部分

に印（赤線、ラインマーカー等）を付したカタログ等を添付して申請すること。また、必ずサンプ

ルを提出して安定性に関する確認を受けること。 

     後継機種で見積もる場合においても同様に提出・承認を受けること。 

  同等品申請期限 令和８年７月２日（木）正午 契約課 秦まで 

カタログ等は、次のいずれかの方法により、提出すること 

  ①岡山市役所本庁舎５階契約課カウンターへ持参する。 

  ②ＦＡＸで資料を送付する。 ＦＡＸ番号：０８６－８０３－１７３６ 

  ③メールで資料を送付する。 メールアドレス：buppin@city.okayama.jp 

  メールの件名に「同等品申請 Ａ（１）液晶モニター、モニタースタンドほか」と記載するこ



と。 

  ②及び③の方法で行う場合、電話（ＴＥＬ０８６－８０３－１１５６）で資料の到達確認を行

うこと。 

  ◆確認用サンプルは、以下の方法により提出して確認を受けること。 

   ・岡山市役所本庁舎４階庁舎管理課へ持参し、モニターもしくはダミーウェイトを取り付けた状態

で提出する。 

    ※モニター、ダミーウェイトも合わせて持参すること。 

    ※組立場所が必要な場合は事前に申し出ること。 

※確認用サンプルは確認後に返却する。 

    ※確認人員の確保のため、来庁予定の３開庁日前までに電話（ＴＥＬ０８６－８０３－１１５ 

２）で連絡すること。（電話受付締切：令和８年６月２９日（月）１７時） 

 

4 納入期限 令和８年８月１４日（金） ※可能な限り早期の納入を希望 

 

5 納品場所 岡山市役所新庁舎内の指定する場所 

（岡山市北区大供一丁目１－１） 

               

6   その他 

・納入品は新品であること。 

・検査にて安定性が不良と判断された品は初期不良品と見なす。 

・初期不良品については，無償で交換すること。 

・契約不適合責任期間は１年間とする。 

・（契約不適合責任とは別に）納入物品に関するメーカーが定める保証期間は納入業者として誠実に対 

応することとし、保証に必要な手続き等を納入時に説明すること。 

・積算にあたっては、納入品の運搬・組立・設置等に必要な経費を全て含むものとする。 

・岡山市が指示する場所に納品を行うこと。 

・納入日時や搬入方法等については、契約後に本市と協議し、決定するものとする。開庁準備期間 

中は多数の関連業者の出入りが見込まれるため、契約後の協議で示す搬入・入退庁ルール（搬入 

申請書の提出など）をよく確認すること。 

・新庁舎移転業務等、本市の都合により納入期限の変更について協力を求める場合がある。 

・納品にあたり、スタンドの組み立て、モニターの懸架を行うこと。 

・原則として、梱包材料等は持ち帰ること。また、設置作業時に出た埃や屑については掃除を行う 

こと。ただし、担当者の指示があった場合はこの限りではない。 

・担当者から求められた場合は納入時等に、本市に取扱説明を行うこと。 

・納入・設置完了時に、納品書をもってその旨を本市に通知し、検査を受けること。 

・仕様書に定めがないものは岡山市と協議すること。 

・下取りなし 

 

7 支払方法 納品後一括払い 



 

8 担 当 庁舎管理課 難波 （直通電話）０８６－８０３―１１５２ 

 

※見積金額の登録は電子入札システムにて『税抜きの総額』で登録すること。 

  見積金額の訂正、引き換え又は撤回はできません。 

  金額を登録する前に入力した数値、数量、積算、納期等、仕様書の内容に合致しているか十分に

確認を行って下さい。 

 

※落札後、納品までに参考製品（認定した同等品を含む）の後継機種が発売され、後継機種を納品

する場合には、必ず担当課に確認を取り、了承を得たうえで納品すること。 

 

※落札者はすみやかに所定の請書とあわせて単価内訳書（様式任意）を提出すること。 


